
公共公益施設の帰属について

　

　高石市開発指導要綱協議に基づき完成した下記の公共公益施設（道路敷施設・

排水施設・水路敷施設・公園施設・緑地施設等）は、同要綱及び指導基準の規定

により高石市に無償帰属いたします。
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